
女性の学びの場・交流の場として、１年間を通して学習できる鷹栖町女性サロンスクールが、

開設２５年目を迎えました。あなたも参加して、ステキな時間を共に過ごし輝いてみません

か！活動の様子や作品は町民文化祭や鷹栖地区住民センター展示コーナーに展示する予定

です。興味のある方はぜひご覧ください。

１　開設の趣旨　　女性一人ひとりが生涯を通して社会の変化や学習課題に積極的に対応で

きる知識や技能を身につけるとともに、充実した人生を切り拓きいつまでも

生き生きと学び続ける交流・学習の場として開設します。

２　開 設 者 鷹栖町教育委員会

３　機構と運営　　自主的な運営を図るために運営委員会を設置し、学習計画の企画立案、

準備及び実施を推進します。

４　開設の期間　　４月１日から３月３１日までとし、年間概ね１０回実施します。

５　開設の場所　　『ふらっと』鷹栖地区住民センターを主会場とします。

６　学 習 内 容 　 講義、実技を年間十回。内容は皆さんと話し合って決めます。

               料理・教養学習・実技学習・校外視察・見学学習・体験などを行います。

令和５年度は、東神楽の花の駅にて寄せ植え体験・水引アクセサリーづくり・モルック テニポン体験・富

良野でジャムやアイスづくり体験・江丹別で「ソーセージつくり」と「そば打ち」体験・旭川の大雪窯で本格的

なロクロ陶芸体験・切り絵 笑い文字体験等の講座を実施しました。

７　入 学 対 象 　　原則として鷹栖町に在住する女性で年間学習計画の半数以上に出席可能

な方とします。年齢制限はありません。

８　募 集 人 員 　　概ね３０名（申込み順）とします。

９　運 営 会 費　　年　間　１人　５，０００円　　（開講式時に徴収します）

10 申込の方法　　下記申込書に記入し、３月７日（木）までに教育委員会へお申込みください。

または、右のQRコードからメールで申込みください。

電話での受け付けもしております。

11 そ の 他　　  決定通知と開講式  (4/11      予定  )  の案内は後日、本人へ連絡いたします。

＜問合せ先＞　鷹栖町教育委員会教育課生涯学習係（℡８７－２０２８）

鷹栖町女性サロンスクール申込書
お

ふ り

名
が な

前　　　　　　　　　　　　　　住　所　鷹栖町

生年月日　　　　　　年　　　月　　　日  　 電　話　　　　　　－　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年３月７日まで

令和６年度　「鷹栖町女性サロンスクール会員」　募集　案内
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